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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を載置する載置台と、前記載置台に載置された原稿を照射する照射装置と、前記照
射装置により照射された原稿からの反射光に基づいて前記原稿のサイズを判別する判別装
置とを備える画像読取装置において、
　前記照射装置内において主走査方向に沿って互いに平行に配設され、一方の直線状光源
の光軸が前記載置台の載置面に垂直な方向に対して他方の直線状光源側に傾斜する一対の
直線状光源と、
　前記載置台上の原稿のサイズを判別するときに、前記一対の直線状光源のうち、光軸が
前記画像読取装置の内側に向かう方向の直線状光源を点灯すると共に光軸が前記画像読取
装置の外側に向かう方向の直線状光源を消灯するように制御する制御装置と
　を備えることを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記一方の直線状光源に関して前記他方の直線状光源の反対側に配設され、前記一方の
直線状光源からの光を前記一方の直線状光源の光軸方向に集光する長尺状反射部を有する
ことを特徴とする請求項１記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記直線状光源は、一列に配列された複数の白色ＬＥＤで構成されることを特徴とする
請求項１又は２記載の画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置に関し、特に、原稿台ガラス上に載置された原稿サイズを自動
判別する機能を備えるデジタル複写機、スキャナ、ファクシミリ等の画像読取装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像読取装置の分野において、原稿台ガラス上に載置された原稿のサイズを検知
する検知処理を行い、該検知処理に関連して光源の発光領域を制限する方法が知られてい
る。この方法では、原稿サイズ検知センサを用いて原稿サイズを自動的に検知し、該原稿
サイズの検知結果に基づいて原稿領域のみを光源で照射する。これにより、高い分解能で
且つ必要最小限の電力で原稿の読取りが可能となる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、原稿載置時や圧板開閉時等に光源を点灯し、副走査方向に沿って設定された複数
の位置にて原稿の有無を判断することにより原稿サイズを判別し（以下、「ＣＣＤサイズ
検知方式」という）、判別された原稿サイズに基づいて、原稿領域の一部に対して光源の
発光量を変化させる方法が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００２－２４７２９６号公報
【特許文献２】特開２００２－３１４７６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、原稿台ガラスに設置された原稿のサイズを圧板開閉時等に自動判別し、ユーザが
コピー用紙を指定しない場合であっても適切なサイズの用紙を用いてコピーする機能を標
準的に具備する画像読取装置が求められている。
【０００５】
　しかしながら、従来の画像読取装置において、反射型の原稿サイズ検知センサを用いて
原稿サイズの判別を行う場合は、圧板開閉時に原稿のサイズを自動判別するときに、圧板
を閉じようとするオペレータの目に光源からの光が入射し、オペレータに光源発光を眩し
く感じさせるという問題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、オペレータに光源発光を眩しく感じさせることなく原稿のサイズを判
別することができる画像読取装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の画像読取装置は、原稿を載置する載置台と
、前記載置台に載置された原稿を照射する照射装置と、前記照射装置により照射された原
稿からの反射光に基づいて前記原稿のサイズを判別する判別装置とを備える画像読取装置
において、前記照射装置内において主走査方向に沿って互いに平行に配設され、一方の直
線状光源の光軸が前記載置台の載置面に垂直な方向に対して他方の直線状光源側に傾斜す
る一対の直線状光源と、前記載置台上の原稿のサイズを判別するときに、前記一対の直線
状光源のうち、光軸が前記画像読取装置の内側に向かう方向の直線状光源を点灯すると共
に光軸が前記画像読取装置の外側に向かう方向の直線状光源を消灯するように制御する制
御装置とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、オペレータに光源発光を眩しく感じさせることなく原稿のサイズを判
別することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
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　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳述する。
【００１０】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像読取装置の構成を概略的に示すブロック図であ
る。
【００１１】
　図１に示すように、画像読取装置１は、原稿画像等を光学的に読取り、読取った原稿画
像等を画像データに変換する読取部１０と、不図示の画像出力装置等に接続され、読取部
１０によって読取られた画像データを処理する信号処理部２０と、読取部１０の作動を制
御する制御部３０と、信号処理部２０に接続され、読取部１０で読取られた画像データの
検出、保存等を行う記憶部４０とを備える。
【００１２】
　図２は、図１における読取部１０の構成を示す断面図である。
【００１３】
　図２において、読取部１０は、読取部本体１００と、読取部本体１００の上面に設けら
れ、原稿を載置する原稿台ガラス１０８（載置台）と、原稿台ガラス１０８の上方に開閉
自在に設置された不図示の圧板（又は原稿搬送ユニット（ＡＤＦ））と、原稿台ガラス１
０８の下方において副走査方向に移動可能に設けられ、原稿台ガラス１０８に載置された
原稿を照射するキャリッジ１１４と、読取部本体１００内の底部に配置され、原稿画像を
読取るイメージセンサ１１０と、読取部本体１００内に設けられ、後述する第１ミラー１
０５からの光をイメージセンサ１１０へ導く第２ミラー１０６及び第３ミラー１０７と、
イメージセンサ１１０の前方の光路上に設けられ、イメージセンサ１１０上に原稿画像を
結像させるレンズ１０９とを備える。
【００１４】
　キャリッジ１１４は、主走査方向に沿って互いに平行に配設された一対のＬＥＤアレイ
光源１０１，１０２と、一対のＬＥＤアレイ光源１０１，１０２の外側近傍において一対
のＬＥＤアレイ光源１０１，１０２と略平行に配設される一対の長尺状反射笠（反射部）
１０３，１０４と、原稿からの反射光を反射する第１ミラー１０５とを備える。
【００１５】
　ＬＥＤアレイ光源１０１の光軸は、原稿台ガラス１０８の載置面に垂直な方向に対して
ＬＥＤアレイ光源１０側に所定角度傾斜している。また、ＬＥＤアレイ光源１０２の光軸
は、原稿台ガラス１０８の載置面に垂直な方向に対してＬＥＤアレイ光源１０１側に所定
角度傾斜している。これにより、ＬＥＤアレイ光源１０１の光軸とＬＥＤアレイ光源１０
２の光軸とが、原稿台ガラス１０８の載置面近傍で互いに交差する。
【００１６】
　長尺状反射笠１０３は、ＬＥＤアレイ光源１０１に近接し且つＬＥＤアレイ光源１０１
に関してＬＥＤアレイ光源１０２の反対側に配されている。また、長尺状反射笠１０４は
、ＬＥＤアレイ光源１０２に近接し且つＬＥＤアレイ光源１０２に関してＬＥＤアレイ光
源１０１の反対側に配されている。長尺状反射笠１０３は、ＬＥＤアレイ光源１０１から
の光をＬＥＤアレイ光源１０１の光軸１１２に集光する。また、長尺状反射笠１０４は、
ＬＥＤアレイ光源１０２からの光をＬＥＤアレイ光源１０２の光軸１１１に集光する。
【００１７】
　上記のように構成される画像読取装置１において、白色ＬＥＤで構成されたＬＥＤアレ
イ光源１０１，１０２からの光は、反射笠１０３，１０４によって光軸方向に集光され、
原稿台ガラス１０８上に設置される原稿に対して照射される。照射された原稿からの反射
光は、第１ミラー１０５、第２ミラー１０６、及び第３ミラー１０７により反射され、レ
ンズ１０９を介してＣＣＤ素子１１０上に結像し、さらに光電変換される。
【００１８】
　画像読取装置１がスタンバイ状態の場合には、キャリッジ１１４はホームポジションと
呼ばれる位置（以下、単に「ＨＰ位置」という）にて停止している。原稿画像の読取りが
不図示のコピーボタン等により指示されると、キャリッジ１１４がホームポジションから
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副走査方向に移動し、原稿台ガラス１０８上に載置された原稿画像が読取られる。尚、本
実施の形態では、読取部１０は、圧板（又は原稿搬送ユニット）の開閉角度に基づいて圧
板の開閉位置を検出する不図示のフォトインタラプタを有しており、制御部３０は、フォ
トインタラプタからの出力信号に基づいて圧板の開閉状態を検知し、後述する各原稿サイ
ズの判別処理を実行する。
【００１９】
　図３は、図１の画像読取装置１の回路構成を示すブロック図である。
【００２０】
　図３において、画像読取装置１は、点灯回路３０１と、ＣＰＵ３０２（制御装置，判別
装置）と、ＲＡＭ３０３と、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）３
０４と、Ａ／Ｄ変換器３０５と、サイズ検知センサ３０７とを備える。尚、点灯回路３０
１、ＣＰＵ３０２及びサイズ検知センサ３０７は制御部３０を構成し、ＲＡＭ３０３は記
憶部４０を構成し、ＡＳＩＣ３０４及びＡ／Ｄ変換器３０５は信号処理部２０を構成する
。
【００２１】
　ＬＥＤアレイ光源１０１及びＬＥＤアレイ光源１０２は、夫々点灯回路３０１に接続さ
れており、点灯回路３０１からの出力信号に基づいて点灯／消灯される。点灯回路３０１
は、ＣＰＵ３０２から、ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２のＯＮ／ＯＦＦ（点灯／消灯）
信号と、ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２のうちのいずれか一方を点灯するモードを設定
するモード設定信号とを受信する。また、点灯回路３０１は、ＯＮ／ＯＦＦ信号及び／又
はモード設定信号に基づいてＬＥＤアレイ光源１０１，１０２に電力を供給する。ＣＰＵ
３０２には、点灯回路３０１及び副走査方向の原稿のサイズを検知するサイズ検知センサ
３０７が接続されると共に、ＲＡＭ３０３及び主として画像処理を実行するＡＳＩＣ３０
４がバスを介して接続される。ＡＳＩＣ３０４は、ＬＥＤ光源１０１，１０２により照射
された原稿の反射光を光電変換するＣＣＤ１１０を駆動する駆動信号を出力すると共に、
ＣＣＤ１１０から出力されるアナログの画像データをデジタル化するＡ／Ｄ変換器３０５
を駆動する駆動信号を出力する。また、ＡＳＩＣ３０４は、Ａ／Ｄ変換器３０５から出力
された画像データに対してシェーディング補正等の画像処理を実行し、画像読取装置１の
外部に画像データを出力する。
【００２２】
　図４は、図２におけるキャリッジ１１４の構成を示す平面図であり、（ａ）は、通常時
におけるＬＥＤアレイ光源１０１，１０２の点灯状態を示す図であり、（ｂ）は、原稿サ
イズ判別処理実行時におけるＬＥＤアレイ光源１０１，１０２の点灯状態を示す図である
。
【００２３】
　図４において、キャリッジ１１４の内部には、一対のＬＥＤアレイ光源１０１，１０２
がキャリッジ１１４の長手方向（主走査方向）に沿って配設されている。また、上述のよ
うに、一対のＬＥＤアレイ光源１０１，１０２の外側には、反射笠１０３，１０４が配設
されている。
【００２４】
　ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２は、夫々、一列に配列された複数の白色ＬＥＤで構成
される。
【００２５】
　ＣＰＵ３０２は、ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２のうち一方のＬＥＤアレイ光源を消
灯し、他方のＬＥＤアレイ光源を点灯するように制御する。具体的には、原稿サイズ判別
処理実行時以外の場合は、「通常モード」が設定される。このとき、ＣＰＵ３０２は、Ｏ
Ｎ信号及び通常モードに応じたモード設定信号を点灯回路３０１に送信し、ＬＥＤ光源ア
レイ１０１，１０２の両方を点灯する（図４（ａ））。また、原稿サイズ判別処理実行時
は、「原稿サイズ検知のための点灯モード」が設定される。このとき、ＣＰＵ３０２は、
ＯＮ／ＯＦＦ信号及び上記点灯モードに応じたモード設定信号を点灯回路３０１に送信し
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、ＬＥＤ光源アレイ１０１を点灯すると共にＬＥＤ光源アレイ１０２を消灯する（図４（
ｂ））。
【００２６】
　図５は、図４におけるＬＥＤアレイ光源１０１，１０２の点灯設定処理を示すフローチ
ャートである。
【００２７】
　図５において、まず、ＬＥＤアレイ光源の点灯モードが、「原稿サイズ検知のための点
灯モード」であるか否かを判別する（ステップＳ５１）。「原稿サイズ検知のための点灯
モード」である場合は、ＬＥＤアレイ光源１０２を消灯すると共に、ＬＥＤアレイ光源１
０１のみを点灯する設定を行う（ステップＳ５２）。すなわち、画像読取装置１の外側に
向かう方向（図２中、オペレータ１１３に向かう方向）への光軸１１１を有するＬＥＤア
レイ光源１０２を消灯し、装置の内側に向かう方向（オペレータ１１３から離れる方向）
への光軸１１２を有するＬＥＤアレイ光源１０１を点灯する設定を行う。上記点灯設定を
行った後、図６に示す原稿サイズ判別処理を実行し（ステップＳ５３）、該処理が終了す
るまでこの設定を維持する。原稿サイズ判別処理が終了したときは（ステップＳ５４でＹ
ＥＳ）、ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２の両方を点灯する設定を行い（ステップＳ５５
）、本処理を終了する。
【００２８】
　一方、ステップＳ５１において、ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２の点灯モードが、「
原稿サイズ検知のための点灯モード」でない場合、すなわち「通常モード」であるときは
、ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２の両方を点灯する設定を行い（ステップＳ５６）、本
処理を終了する。
【００２９】
　図６は、図５のステップＳ５３で実行される原稿サイズ判別処理を説明するフローチャ
－トである。
【００３０】
　ここで、ＣＰＵ３０２は、圧板が原稿台ガラス１０８と当接している状態にあるときを
基準（＝０°）として、圧板角度が２５°より大きい場合は、圧板が開である（状態（Ａ
））と判別し、圧板角度が５°より大きく且つ２５°以下である場合は、圧板が閉じられ
る途中である（状態（Ｂ））と判別する。また、ＣＰＵ３０２は、フォトインタラプタか
らの出力信号が検出されない場合、コピーボタンが押下された場合又はタイムアウトして
いる場合は、圧板が閉である（状態（Ｃ））と判別する。
・圧板角度＝２５°より大きい値     ：状態（Ａ）・・・圧板開
・圧板角度＝５°より大きく２５°以下の値  ：状態（Ｂ）・・・閉じ途中
・フォトインタラプタからの出力信号無、コピーボタン押下又はタイムアウト：状態（Ｃ
）・・・圧板閉
　図６において、まず、圧板が状態（Ａ）であるか否かを判別し（ステップＳ６１）、圧
板が状態（Ａ）であるときは、キャリッジ１１４を画先（画像形成の先端となる位置）か
ら副走査方向に２０ｍｍの位置に移動する（ステップＳ６２）。その後、圧板の状態を判
別し（ステップＳ６３）、圧板が状態（Ｂ）であるときは、以下のステップＳ６５～Ｓ７
６に示す「圧板開閉時の原稿サイズ判別処理」に移行する。圧板が状態（Ａ）であるとき
は、コピーボタンが押下されたか否かを判別し（ステップＳ６４）、コピーボタンが押下
されたときは、以下に示すステップＳ７８～Ｓ８３で実行される「圧板開放時の原稿サイ
ズ判別処理」に移行する。
【００３１】
　（１）圧板開閉時の原稿サイズ判別処理
　ステップＳ６３において圧板が状態（Ｂ）であるときは、サイズ検知センサ３０７をＯ
Ｎにし（ステップＳ６５）、続いて外光検知を行う（ステップＳ６６）。ここで、外光検
知は、ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２を消灯している状態で、初期測定位置から主走査
方向に沿って所定間隔で光情報をサンプリングすることにより実行される。この外光検知
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では、閾値Ａ（＝１０／２５５）を使用し、Ｒ／Ｇ／Ｂのいずれかの成分において、サン
プリングされた光情報のデジタル信号が閾値Ａ以上となった位置（以下、「第１エッジ検
出位置」という）を「外光有り」と判別する（原稿のエッジ検出）。また、第１エッジ検
出位置より後方の領域を「原稿無し」と判別する。第１エッジ検出位置より後方の領域で
の外光検知は行わない。
【００３２】
　Ｒ／Ｇ／Ｂのいずれかの成分において、主走査方向に沿う全ての位置で「外光有り」と
判別された場合は、閾値Ｂ（＝５／２５５）を使用し、再度外光の明るさを判別する。こ
のとき、Ｒ／Ｇ／Ｂのいずれかの成分のデジタル信号が閾値Ｂ以上となった位置（以下、
第２エッジ検出位置という）を「外光有り」と判別する。また、第２エッジ検出位置以前
の領域を「原稿有り」と判別し、第２エッジ検出位置以後の領域での外光検知は行わない
。尚、Ｒ／Ｇ／Ｂのうちの複数の成分において、主走査方向に沿う全ての位置で「外光有
り」と判別された場合は、初期測定位置から最も近い位置を第２エッジ検出位置として使
用する。第２エッジ検出位置が存在しない場合は、原稿のサイズを未確定とする。
【００３３】
　外光検知終了後、ＬＥＤアレイ光源１０１のみを点灯させ（ステップＳ６７）、主走査
方向及び副走査方向の原稿サイズを検知する（ステップＳ６８）。主走査方向の原稿サイ
ズ検知では、Ｒ／Ｇ／Ｂの各成分について、各測定位置で光情報がサンプリングされる。
次に、圧板閉途中の閾値として２つの閾値Ｃ（＝４０／２５５）及び閾値Ｄ（＝２０／２
５５）を使用し、各測定位置でサンプリングされた光情報のデジタル信号が、閾値Ｃ以上
であるときは当該位置を白と判別し、閾値Ｃより小さく閾値Ｄ以上であるときは当該位置
をグレーと判別し、閾値Ｄより小さいときは当該位置を黒と判別する（第１の原稿サイズ
判別）（ステップＳ６９）。副走査方向の原稿サイズ検知では、ＣＰＵ３０２のポートが
Ｌｏｗとなったときに当該位置を「原稿有り」と判別する。各測定位置の判別結果を第１
の判別結果（リファレンス判別データ）としてＲＡＭ３０３に格納する。
【００３４】
　次に、リファレンス判別データ取得後から圧板閉となる直前まで、主走査方向及び副走
査方向の原稿サイズを検知する（ステップＳ７０）。主走査方向の原稿サイズ検知では、
Ｒ／Ｇ／Ｂの各成分について、各測定位置で光情報がサンプリングされる。その後、原稿
サイズ判別を行う（第２の原稿サイズ判別）（ステップＳ７１）。第２の原稿サイズ判別
における判別方法は上記第１の原稿サイズ判別と同一であるのでその説明を省略する。各
測定位置の判別結果を第２の判別結果としてＲＡＭ３０３に格納する。
【００３５】
　さらに、各測定位置において、第１の判別結果（リファレンス判別データ）と第２の判
別結果とを比較し（ステップＳ７２）、判別結果が第１の判別結果に対して「黒⇒白」に
２段階に変化しているときは当該位置を「原稿無し」と判別し、「白⇒黒」に２段階に変
化しているときは当該位置を「原稿有り」と判別する。各測定位置における上記比較結果
をＲＡＭ３０３に格納する。
【００３６】
　その後、圧板が状態（Ｃ）であるか否かを判別し（ステップＳ７３）、圧板が状態（Ｃ
）でないときはステップＳ７０に戻り、圧板が状態（Ｃ）であるときは、ステップＳ７４
に進む。
【００３７】
　続いて、各測定位置における「原稿無し」又は「原稿有り」の判別結果に基づいて、主
走査方向及び副走査方向の原稿サイズを確定する（ステップＳ７４）。主走査方向の原稿
サイズ検知では、Ｒ／Ｇ／Ｂのうちの複数の成分において「原稿有り」と判定されたとき
は、「原稿有り」と判定された複数の位置のうち、初期測定位置から最も近い位置に基づ
いて原稿サイズを確定する。また、主走査方向における全ての位置で変化がないときは、
原稿サイズを最大サイズと確定する。副走査方向の原稿サイズ検知では、ＣＰＵ３０２の
ポートがＬｏｗになったときに当該位置を「原稿有り」と判別する。
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【００３８】
　次に、本処理の終了トリガを判別する（ステップＳ７５）。具体的には、ステップＳ７
２における判別がフォトインタラプタからの出力信号無又はタイムアウトをトリガとして
いるときは、ＬＥＤアレイ光源１０１を消灯すると共にサイズ検知センサ３０７をＯＦＦ
し、さらにキャリッジ１１４をＨＰ位置へ移動して（ステップＳ７６）、本処理を終了す
る。コピーボタンの押下をトリガとしている場合は、サイズ検知センサ３０７をＯＦＦし
、圧板のスキャンを開始して（ステップＳ７７）、本処理を終了する。
【００３９】
　（２）圧板開放時の原稿サイズ判別処理
　一方、ステップＳ６４においてコピーボタンが押下されたと判別されたときは、サイズ
検知センサ３０７をＯＮにし（ステップＳ７８）、続いて外光検知を行う（ステップＳ７
９）。ステップＳ７８における外光検知は、ステップＳ６６における外光検知と同一であ
るため、その説明を省略する。
【００４０】
　外光検知終了後、ＬＥＤアレイ光源１０１のみを点灯させ（ステップＳ８０）、主走査
方向及び副走査方向の原稿サイズを検知する（ステップＳ８１）。主走査方向の原稿サイ
ズ検知では、Ｒ／Ｇ／Ｂの各成分について、各測定位置で光情報がサンプリングされる。
次に、圧板開放時の閾値として閾値Ｅ（＝１５／２５５）を使用し、各測定位置でサンプ
リングされた光情報のデジタル信号が、閾値Ｅ以上であるときは当該位置を白、すなわち
「原稿有り」と判別し、閾値Ｅより小さいときは当該位置を黒、すなわち「原稿無し」と
判別する（第３の原稿サイズ判別）（ステップＳ８２）。副走査方向の原稿サイズ検知で
は、ＣＰＵ３０２のポートがＬｏｗになったときに当該位置を「原稿有り」と判別する。
各測定位置の判別結果をＲＡＭ３０３に格納する。
【００４１】
　次に、各測定位置における「原稿無し」又は「原稿有り」の判別結果に基づいて、主走
査方向及び副走査方向の原稿サイズを確定する（ステップＳ８３）。主走査方向における
全ての位置が「原稿有り」と判別されたときは原稿サイズを最大サイズとして確定する。
その後、ＬＥＤアレイ光源１０１を消灯すると共にサイズ検知センサ３０７をＯＦＦし、
さらにキャリッジ１１４をＨＰ位置へ移動して（ステップＳ８３）、本処理を終了する。
【００４２】
　本実施の形態によれば、ＬＥＤアレイ光源１０１，１０２がキャリッジ１１４内におい
て主走査方向に沿って互いに平行に配設され、一方のＬＥＤアレイ光源の光軸が原稿台ガ
ラス１０８の載置面に垂直な方向に対して他方のＬＥＤアレイ光源側に傾斜している。原
稿台ガラス１０８上の原稿のサイズを判別するときに、直線状光源１０１，１０２のうち
ＬＥＤアレイ光源１０１を点灯すると共にＬＥＤアレイ光源１０２を消灯する。ＬＥＤア
レイ光源１０１，１０２のうちオペレータ１１３に向かう方向の光軸を有するＬＥＤアレ
イ光源１０２を消灯することにより、オペレータ１１３に光源発光を眩しく感じさせるこ
となく原稿のサイズを判別することができる。
【００４３】
　本実施の形態では、キャリッジ１１４を画先から副走査方向に２０ｍｍの位置に移動す
るが、これに限るものではなく、画像読取装置の構成に応じて他の位置に移動してもよい
。また、圧板角度の閾値（５°，２５°）や光情報のデジタル信号の閾値Ａ～Ｅは、画像
読取装置の構成に応じて適切な値に変更しうる。
【００４４】
　また、本実施の形態では、原稿を照射する光源としてＬＥＤ光源を用いているが、キセ
ノンランプ、ハロゲンランプ、蛍光灯等、その他の光源を用いてもよい。また、画像読取
手段としてＣＣＤを用いているが、ＣＩＳを用いてもよい。
【００４５】
　また、本発明の目的は、上述した実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラ
ムを記憶した記憶媒体を撮像装置に供給し、その撮像装置のコンピュータ（又はＣＰＵや
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、達成される。
【００４６】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が上述した実施の形態の機能
を実現することとなり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶媒
体は本発明を構成する。
【００４７】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登
録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－
ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ等の光ディスク、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。または、プログ
ラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【００４８】
　コンピュータから読出されたプログラムコードを実行することにより、上述した上記実
施の形態の機能が実現されだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼動するＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部又は全部を行
い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うま
でもない。
【００４９】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像読取装置の構成を概略的に示すブロック図である
。
【図２】図１における読取部の構成を示す断面図である。
【図３】図１の画像読取装置の回路構成を示すブロック図である。
【図４】図２におけるキャリッジの構成を示す平面図であり、（ａ）は、通常時における
ＬＥＤアレイ光源の点灯状態を示す図であり、（ｂ）は、原稿サイズ判別処理実行時にお
けるＬＥＤアレイ光源の点灯状態を示す図である。
【図５】図４におけるＬＥＤアレイ光源の点灯設定処理を示すフローチャートである。
【図６】図５のステップＳ５３で実行される原稿サイズ判別処理を説明するフローチャ－
トである。
【符号の説明】
【００５１】
　１　画像読取装置
　１０　読取部
　２０　信号処理部
　３０　制御部
　４０　記憶部
　１０１，１０２　ＬＥＤアレイ光源
　１０３，１０４　長尺状反射笠
　１０８　原稿台ガラス
　１１０　イメージセンサ
　１１４　キャリッジ
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